
大戦間期イギリスの住宅改革と公的介入政策＊

―郊外化の進展と公営住宅の到来―

椿 建 也

はじめに―イギリス住宅政策史における大戦間期（１９１９‐３９年）の位置

イギリスの代表的な現代史家ピーター・クラークは、２０世紀初頭の住宅事情について

次のように記している。

１９世紀末にもなると、住宅の所有は社会的な広がりを示し、労働者階級の中にも借家人ばか

りでなく、家主も見られるようになった。しかし、第一次大戦前の持ち家所有者の全国数値

はそれほど高くなく、全戸数の１０パーセントにすぎなかった。長期的に物価がまずまず安定

している時代には、単にインフレ対策として住宅を購入することは合理的でなかった。あら

ゆる階層の人々が賃貸で満足していたのである。地方に広大な地所を抱える貴族でさえ、社

交シーズン用の都市の別邸は借家の場合もあった。専門職の家庭も、持ち家を所有すること

が体面上必要だとは考えなかった。また、とくに大都市の労働者階級は仕事のため、また少
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しでもより快適な住居を求めて、あるいは安い家賃につられて賃貸住宅を「転々とする」こ

とに慣れっこになっていた１。

２０世紀初頭、大半のイギリス人は民間の賃貸住宅に暮らしていた。ところが、第一次

大戦を境に、この民間賃貸部門が長期的に衰退する一方、持ち家の比率が着実に上昇す

るとともに、１９１４年には微々たるものにすぎなかった公共賃貸部門が徐々に拡大し、

１９７０年代には国民の３割に住居を提供する状況が出現した（表１）。

イギリスは、１９世紀以来、一連の公衆衛生法を皮切りに工業化に伴う都市化の諸問題

に対処してきた歴史を有しているが、住宅問題に対する本格的介入は２０世紀を待たねば

ならなかった。すなわち、第一次大戦期の深刻な住宅危機を直接の契機として、家賃統

制による借家権の保護が図られるとともに、１９１９年には地方当局に対する中央政府の建

設助成金が初めて認められ、これ以後、１９７０年代にかけて、地方自治体による公営住宅

の大量供給を基軸とする特徴的な住宅政策が実施されることになった。こうしたイギリ

スの公的住宅政策が、国際比較の観点からはむしろ例外であることは早くから指摘され

ていた２。例えば、ヨーロッパ大陸諸国でより一般的だったのは、「社会住宅」の名の下

に、主に協同組合や住宅協会など各種の非営利住宅組織が公共住宅の供給を担う仕組み

であり、自治体自体の比重は低かった（表２）。これにはさらに、ドイツなどで見られた

ような、政府の助成を得て民間家主層によって提供される住宅も含まれていた。つま

り、大陸諸国では、公的補助を受ける民間賃貸部門を包摂した、より広い基盤を持つ公

的住宅政策が確立していたということができる。その後、「福祉国家の危機」の議論を承

けて新自由主義が抬頭したイギリスでは、一方で公営住宅の払い下げと持ち家取得のさ

らなる拡大を軸とする住宅供給の市場化が進んだが、他方、公的住宅政策の分野でも、

１９７０年代以降、「社会住宅」の概念が導入されて再編が進行した。自治体と連携・協調す

る住宅協会への公的補助が拡充され、さらに近年、既存の公営住宅の住宅協会への大量

移管などの施策を通じて、自治体に代わる各種の非営利住宅組織を供給・管理の主要な

担い手とする公共住宅のあり方が模索されて、今日に至っている。

イギリスの住宅を取り巻くこうした環境の変化は、その研究史にも影響を及ぼしてい

る。従来、公営住宅の供給を柱とする住宅政策の成立過程は、１９世紀後半の住宅問題に

対する認識の高まりを背景に、慈善団体を中心とする民間による解決策の限界が露呈

し、必然的に公的介入を招いたとする、社会政策的立場からの、目的論的な解釈を前提

に議論されることが多かった３。そこでは「公営住宅の到来」は、１９世紀後半の住宅問題

に対する当然の帰結として描かれていた。しかし近年の研究は、この過程を当時の社会
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経済史の中に位置づけ、第一次大戦前の民間住宅市場のあり方、代替的な住宅供給をめ

ぐる官民の動向、当時の政策論争などを視野に収めて検討するようになった４。むしろイ

ギリスにおける「公営住宅の到来」の所以が問われることになったと言ってもよい。

いずれにせよ、イギリスでは大戦間期を起点に住宅保有形態の大きな転換が生じてお

総ストック

（１００万）

持ち家

（％）

公共賃貸

（％）

民間賃貸

（％）

住宅協会

（％）

（１）イングランド・ウエールズ

１９０１ ６．７ n.a. n.a. n.a. n.a.

１９１４ ７．９ １０ a） ９０ b）

１９３９ １１．５ ３３．０ １０．３ ５６．７

１９５３ １２．７ ３４．５ １８．８ ４６．６

１９６１ １４．５ ４４．４ ２４．３ ３１．３

１９７１ １７．０ ５２．１ ２８．２ １８．８ ０．９

１９８１ １９．１ ５８．６ ２８．６ １０．７ ２．１

１９９１ ２０．９ ６７ ２０ １０ ３

１９９３ ２１．３ ６９．５ １９．７ ７．５ ３．３

（２）連合王国

１９８１ ２２．６ ５５ ３０ １１ ２

１９９１ ２３．７ ６６ ２２ ９ ３

１９９３ ２４．１ ６６ ２０ ９ ４

持ち家 公共賃貸 民間賃貸 住宅協会

（％） （％） （％） （％）

フランス ５３ １ ３０ １６

ドイツ（統一） ３７ － ３８ ２５

デンマーク ５８ ３ ２１ １８

表１ ２０世紀イギリスにおける住宅ストックの成長と保有形態の推移

n.a.-figures not available; a）推定値０．３％（３，０００戸），b）推定値０．６％（６，０００戸）

出典）(1) A.H. Halsey, British Social Trends since 1900 (London: Macmillan, 1988), Table 10.1; Department

of the Environment, Housing Policy Technical Volume Part I (London: HMSO, 1977), Table I. 23; A.E.

Holmans, Housing Policy in Britain (London: Croom Helm, 1987), Table V. 1; A.H. Halsey and J. Webb,

Twentieth-Century British Social Trends (London: Macmillan, 2000), Table 14.12; P. Malpass and A. Murie,

Housing Policy and Practice, Table 1.1; (2) Central Statistical Office, Regional Trends 1995 edition (London:

HMSO, 1995), Table 6.1, 6.2.

表２ ヨーロッパ諸国の住宅保有形態 １９９０年

出典）A. Power, Hovels to High Rise (London: Routledge, 1993), Table 1.1より作成。
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り、これはとりも直さず同時期に採用された公的介入政策や、イギリスにおける住宅改

革の方向性と密接に関わっている。大戦間期が、２０世紀のイギリス住宅・住宅政策史の

大きな転換点をなしていることは確かである。本稿では、近年の研究動向を踏まえなが

ら、この大戦間期を中心にイギリスにおける住宅政策の展開と住宅改革の方向を素描し

てみたい。また、フランスやドイツなどとの比較という観点からは、イギリス特有の公

的介入のあり方、そこに至る経緯や背景が重要な意味を持つであろう。そこで、以下３

つの部分に分けて話を進めていきたい。まず、第一次大戦前の住宅事情、住宅問題とこ

れに対する官民の対応を検討し、次に、第一次大戦を契機とする本格的な公的介入政策

の大戦間期の展開を概観し、最後に、イギリスにおける公営住宅政策の成立および郊外

化を通じた住宅改革に関する論点を提起したい。

� 第一次大戦前の住宅問題と住宅改革

１ 労働者住宅の展開

１８５１年からの５０年間に、イギリスの総人口は２，７４０万から４，１５０万に増加し、１９０１年の

イングランドとウェールズの都市人口の割合は７８％に達した。グレーター・ロンドン

（１９０１年人口６５９万）は別格にしても、バーミンガム（同７６万）、リヴァプール（同６９

万）、マンチェスター（同６５万）、さらにグラスゴー（同９０万）といった大都市の成長が

顕著であった５。

一般に１９世紀後半から第一次大戦に至るこの時期、大多数の人々は民間の住宅市場を

通じて供給される賃貸住宅に暮らしていた。その中で、労働者の典型的な住居は、大別

して２種類あった６。まず元来、社会のより上層の家族向けに建てられた大きめの住宅を

数室あるいは部屋ごとに分割した複数世帯の共同居住の形態であり、テネメント

tenements; tenement livingと呼ばれた。これは古い中心市街地などに多く見られた形態で

あった７。また、特にスコットランドでは、各住戸とも、複数の機能を果たす、広めの１

～２室からなり、衛生設備等を共有する数階建ての専用の堅牢な集合住宅が典型的な住

居として発達し、これもテネメントと呼ばれた８。両者の共通点は、いずれも一つ屋根の

下の集住形態という点だが、とりわけイングランドのテネメントの場合には、プライバ

シーや基本的設備の欠如、雑居状況が過密居住の温床となり、また建物の老朽化ととも

にその多くがスラムの代名詞ともなった。

数多くの地域的偏差を含みながら１９世紀を通じて広く普及したのが、テラスハウス

terrace housesと総称された、各戸が一応独立の、主に２階建ての小住宅が長屋式に連
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なった形態の住居である。世紀後半にもなると、直接道路に面して、通常スレート屋根

でレンガ造の同一規格で建てられたこの種の住宅が、幾重にも、また縦横に走っている

労働者街は、工業都市の典型的な光景の一部をなしていた９。テラスハウスの原初形態

は、工業化初期、都市の中でも既存の地所の閑地や条件の悪い低地などで行われた高密

度の無秩序な住宅開発に求められる。最大数詰め込むために、街区を囲むように建てら

れたのが、背面を共有する、背中合わせの狭小住宅、バック・トゥー・バック back-to-

back housesであり、街区の内側を同じ形式の住宅で埋めた場合にはコート courtsと呼ば

れた。いずれもトイレなどの衛生設備は屋外にまとめて設けられた１０。通風や衛生への

配慮を欠いたこれらの住宅は、後に公衆衛生法によって建築禁止となり、またその多く

は不良住宅に認定され、住宅政策の対象となった。

こうした労働者住宅、とりわけ後者のテラスハウスは、主として賃貸市場を見込んだ

民間の小規模な建て売り建築業者が供給し、これらを多数の小規模家主が購入し、週単

位で貸し出していた。住宅不動産は、地域に根ざした小商工業者などの下層中産階級１１

の一般的な投資先であり、週単位の賃貸契約で経営される少数の家作の所有がもたらす

家賃収入は、本業を補う副収入や老後の年金、さらには家族の成員の生活保障の意味合

いが強かった１２。他方、少数ながらも、労働者上層や特定の産業で持ち家所有の傾向も見

られた。イギリスでは、相互扶助を掲げて共同出資者の住宅取得を目的に設立された当

座性の住宅組合の中に、１９世紀後半、預金と貸し出しを分離して住宅金融を提供する恒

久的な組織に転換する過程が進行した。また、炭鉱地帯の建築クラブなども同様の役割

を果たしていた。１８９６年の推計によれば、同時点での住宅ローンの融資件数は１１万５，０００

に上り、１８３６年以降、累計２５万人が住宅を取得していた１３。

民間住宅市場が提供するこうした住宅は、次第に公衆衛生上の観点から公的規制の対

象になった。その中でも、特に第一次大戦前の労働者住宅の展開に大きな影響を与えた

１８７５年の公衆衛生法は、都市の衛生当局に建築条例を定める権限を付与していた。政府

はさらに、７７年にモデル条例を作成し、新築住宅を対象に、道路の幅員（３５フィート）、

前後の開口部、窓面積、背後の屋外占有空間（１５０平方フィート）、水道・排水など、建

築基準の細目を規定し、その採択を促した１４。これ以降、条例が事実上効力を失う第一次

大戦までの時期、イングランドとウェールズの各地でその基準に則ったいわゆる条例住

宅 bye-law housingが多数建設され、住宅開発に一定の秩序を与えるとともに、住宅の質

や設備の向上（ガスの普及・水洗トイレの導入）をもたらした。居住水準の向上は、１９

世紀末の実質賃金の上昇を背景とする居住者のより快適な住居への要望や、設備への投

大戦間期イギリスの住宅改革と公的介入政策
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資を反映したものでもあった（図１）。１９０１

年には、イングランドとウェールズの人口の

６１．１％が５部屋以上の住居を占有し、さらに

２１．９％が４部屋住居に暮らしていた１５。他

方、都市の景観への配慮を欠いた、効率的、

画一的な開発が生み出した条例住宅の高密度

の硬直した町並み（図２）は、世紀転換期か

ら、田園都市運動など住宅改革家たちの批判

にさらされることになった１６。

２ 住宅問題の性格

１９世紀の都市化に伴う継続的な労働人口の

流入と集住は、一般的に都市の物理的環境の

悪化をもたらしたが、中でも工業化の進展や

経済規模の拡大による都市機能の転換は、道

路、事務所・商業・行政施設、鉄道の建設に

よる中心部の再開発と貧民の大量立ち退きと

いう事態を惹き起こした。例え

ば、１８５０年からの５０年間に、全

国で鉄道建設に伴って約４００万

人が立ち退きを余儀なくされた

と言われている１７。こうして、

特にロンドンその他大都市中心

部では、慢性的な住宅不足・高

家賃を招来し、下層住民の一部

地域への流入と滞留が起こり、

過密居住の発生とスラム地区の

形成につながった。狭隘な細分

化された区画、狭小かつ劣悪な

建築、採光・通風の不備、給水

・衛生設備の欠如などの構造的

図１ 条例住宅の究極的発展形態を示

す平面図：水洗トイレや専用の

台所を備えた背面の延長部分が

特徴的

出典）J. Burnett, A Social History of Housing,

p. 165.

図２ 条例住宅による典型的な開発例

出典）Bournville Village Trust, When We Build Again (London:

George Allen & Unwin, 1941), p. 25.

―８４―



欠陥を抱えた不良住宅やその集合体としてのスラムは、また雑居によるノミ・シラミな

ど害虫の蔓延、伝染病の発生源、性的・道徳的荒廃の温床になると考えられた１８。

１８９１年には過密居住度について初めて公的定義が与えられ、１室に成人２人以上（１０

歳未満 １／２人、１歳未満 ０人）という甘い基準だったにもかかわらず、同年の推計

は、イングランドとウェールズの人口の１１．２％、３５０万人が過密居住の状態にあることを

示していた。その後、過密居住度は、８．２％（１９０１年）、７．２％（１９１１年）と漸減したが、

全国平均は都市間、また同一都市内部の大きな差異を覆い隠していた。ロンドン中心部

の労働者地区では、２０世紀に入っても過密居住が人口の３０～４０％にも達していた１９。賃

金と家賃の相対比率で表される住宅コストの負担は、同様に都市間の相違を含みながら

も、居住水準との強い相関関係を示唆していた（表３）。また当時、低所得層の間では間

借り人をおいて家賃支払いを支える慣習が広まっており、ロンドンを含めて相対的に家

賃水準の高かった都市では、テネメント形態の共同居住と又貸しの比率が高かった２０。

劣悪な住宅や過密居住は、貧困や健康状態の不良と密接に結びついていた。１８９３年から

家賃指数 賃金指数

（建築熟練工）

家賃／賃金

比率

人口の過密

居住度

３室以下の

住居の割合

（１９０５） （１９０５） （１９１１）％ （１９１１）％

ロンドン １００ １００ １．０ １７．８ ５４．１

プリマス ８１ ８０ １．０ １７．５ ５６．６

ニューカッスル ７６ ９０ １．２ ３１．６ ５８．３

サンダーランド ５９ ８８ １．５ ３２．６ ６２．０

ブラッドフォード ５９ ８３ １．４ ９．３ ４３．２

リーズ ５６ ８７ １．６ １１．０ ３６．９

バーンリー ５３ ８５ １．６ ９．５ １６．３

ブラックバーン ５０ ８７ １．７ ４．４ ５．３

カーディフ ５９ ９２ １．６ ４．８ ２２．２

バーミンガム ５９ ９８ １．７ １０．１ ３３．７

ブリストル ５３ ９３ １．８ ４．８ ２４．１

レスター ４８ ９４ ２．０ １．１ ６．１

エディンバラ ８１ ８８ １．１ ３２．６ ６２．８

アバディーン ６８ ７９ １．２ ３７．８ ７４．５

グラスゴー ７９ ９１ １．２ ５５．７ ８５．２

表３ イギリス諸都市の賃金，家賃，過密居住及び住居規模 １９０５－１９１１年

出典）M.J. Daunton, ‘Housing’, in F.M.L. Thompson (ed.), Cambridge Social History of Britain 1750-1950

Vol.2 , Table 4.3より作成。
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１９０２年までの１０年間に、軍への入隊志願者のうち、身体検査で不適格とされた者の割合

は３５％に上り、さらにC.ブースCharles Boothや S.ラウントリー Seebohm Rowntreeの貧困

調査は、世紀転換期のロンドン（１８８９‐１９０２年）とイングランド北東部のヨーク（１９０１年）

で、それぞれ人口の３０．７％と２７．８％が貧困状態にあることを明らかにしていた２１。

３ 官民の対応－都市中心部のスラムと過密居住の解消

１９世紀後半には、公衆衛生法による建築規制と並んで、住宅問題の根幹をなした都市

中心部のスラムや過密居住の解消に向けた官民の種々の対応策が展開され、公的な政策

体系の基礎固めがなされた。

まず１８６０年代以降、主としてロンドンを中心に設立された、今日の非営利住宅組織の

前身としても位置づけられる、（半）慈善団体の活動が挙げられる。「５％の博愛主義」

‘five per cent philanthropy’あるいは「私的利益と公的利害の結合」と評されたこうした組

織は、２種類に大別された。ピーボ

ディ・トラスト Peabody Trust（１８６２

年設立）、ギネス・トラスト Guin-

ness Trust（１８８９年）のような個人の

篤志家の基金を財源とする住宅財団

と、改良産業住宅会社 Improved In-

dustrial Dwellings Company（１８６３

年）、イースト・エンド住宅会社

East End Dwellings Company（１８８４年）

のような株式組織によるモデル住宅

会社である。いずれも、配当・収益

を確保（年３～５％に限定）しつ

つ、主に都市中心部に、２～３室、

中層の集合住宅 block dwellings 形

式（各戸独立／設備共有もあり）の

衛生的な住居を低廉な家賃で供給し

た（図３）。また建設には、公共事業

融資局による低利の融資の利用（年

利率４％、最長返済期間４０年）が認

図３ ピーボディ・トラストによる集合住宅

の平面図と外観

出典）J. Tarn, Five Per Cent Philanthropy, pp. 48-9.
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められ、公的スラムクリアランスに伴う土地の有利な払い下げをうけるなど、政府の支

援の下で活動した。入居者の多くは労働者階級中層であったが、１８８０年代以降、より下

層の人々への住居提供を掲げた会社も現れた。総じて１９１４年までに、４０～５０のこうした

団体が設立され、計５０，０００戸の労働者住宅が供給された２２。

同じく１８６０年代に始まる民間の活動として、労働者下層を対象とする、住宅改良家

O.ヒル Octavia Hillの住居管理の運動があった。これは、居住者に対する個人的接触や教

育と既存の不良住宅の改善を結合した手法であり、家主、篤志家、財団などからの管理

委託を受け、家庭訪問を軸とする居住者の生活改善の指導（定期的な家賃の支払いを含

む）と引き替えに住居を修復・再建し、所有者にも一定の収益を確保することを謳って

いた。ヒルやその支持者たちによる実践の直接的成果は、１９１２年までに約１５，０００戸と限

定的であったが、居住者に焦点を当てた住環境改善の思想は、１９３４年設立の独立の情報

提供組織、住宅センター・トラストの活動や、専門的職能としての住居管理の確立にも

影響を与えた２３。

こうした民間主体の活動と並行して、政府も一連の立法によって、不良住宅・スラム

地区の除去権限を地方当局に付与して、より本格的な公的介入に乗り出した。１８６８年に

は、個々の不良住宅に対する家主の修復義務を明記し、履行されない場合には、地方当

局が使用停止や閉鎖、その除去を実施する権限を定めた「職工住宅法」（通称トレンズ

法 ‘Torrens Act’）が制定された。さらに１８７５年には、２０世紀につながるスラムクリアラ

ンス法規の起源とされ、不良住宅が集積するスラム地区全体の除去と再建に関する強制

権を地方当局に付与した「職工住宅改良法」（通称クロス法 ‘Cross Act’）が制定され

た。しかしクロス法は、地方当局に対象地区の住民への代替住宅提供 rehousingを義務づ

け、また買収する不良住宅の家主に対する十全の補償（通常、家屋の市場価値プラス

１０％の迷惑費用）を定めていたため、クリアランス事業の実施コストが障害となり、リ

ヴァプールなど一部の積極的な自治体を除いて実効性に乏しかった２４。１８８０年代前半に

はロンドンの労働者住宅の窮状に関する社会的関心の高まりから、労働者階級の住宅に

関する王立委員会（１８８４‐８５年）が設置され、１８９０年には１９世紀の住宅法令の集大成とな

る「労働者階級住宅法」が成立する。上記のスラム関連立法を整理統合し、さらに自治

体による新規の住宅建設の権限を付与した同法は、通常、イギリスにおける公営住宅政

策の端緒と見なされている。しかし政府による建設助成金支給の規定を含んでいなかっ

たため、その利用は、グラスゴー、リヴァプール、ロンドン州議会など、概して深刻な

住宅問題を抱え、財政的基盤を有する少数の自治体に限られ、その結果、１９１４年までの

大戦間期イギリスの住宅改革と公的介入政策
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公営住宅の新規建設は、総計２４，０００戸に止まった２５。

さて、１９世紀の経済発展と都市化の進展によって創出された住宅貧困層に対する官民

の対応と公的住宅政策の形成をめぐる展開の中で、当時の関係者の間で広く共有されて

いたのが、中心部の住宅問題緩和のメカニズムとしてのフィルタリング filtering up（lev-

elling up）theoryという考え方であった。これは新規の良質の住宅供給が、順次、より下

層の住み替えを促し、長期的に住宅ストックの更新と居住水準の引き上げが達成される

というものであった。都心部の不良住宅やスラムの除去もこうした観点から論議され、

またもう一方の極では、相当規模の郊外への移住が暗に想定されていた２６。実際には、中

心部に居住することを強いられた労働者層の低賃金や労働・生活実態に伴うモビリティ

の欠如が、フィルタリング効果を制約していた２７が、それでもこの考え方は郊外化を含

意しており、その意味で、人口過密の、荒廃した既存の都市から離れたところに、自然

豊かな理想の住環境を実現しようというイギリスの住宅改革の系譜を貫いていた思想と

も共鳴していた。

４ 郊外化を通じた住宅改革

まず、１９世紀後半、ロンドンが先導役となり、鉄道などの公共の交通手段の発達を媒

介とする裕福な労働者階級の郊外化が開始された。この過程を牽引したのが、１８６０年代

からの鉄道会社による労働者用通勤列車の運行であった。例えば、グレート・イースタ

ン鉄道は、中心のターミナル駅建設事業の認可条件として低運賃の通勤列車サービスを

義務づけられ、これによってロンドン北東部の開発が促された。１８８３年には、「低運賃鉄

道法」‘Cheap Trains Act’が制定され、以後、商務省は鉄道会社の沿線地域の調査を行い、

必要と判断すれば国に入る旅客税の免除と引き換えに、低運賃の通勤列車の導入を会社

側に要請できた。ロンドンの労働者用通勤列車は、１８８３年の１日に１０６本、走行距離７３５

マイルから、１９１４年には２，０００本、１４，０００マイルまで拡大し、５０万人の通勤の足となって

いた。１９１２年には、ロンドン中心から６～８マイルの地域からの通勤者の４０％は労働者

階級で、郊外電車乗客の２０％は労働者用の割引乗車券の購入者であった。また、１８７０年

代からはより大衆的な交通手段として、馬車の引く路面電車も登場し、１９００年代には電

化も進み、ロンドンや地方諸都市の外延的拡大に貢献した２８。

近隣郊外 inner suburbsと称され、概して都市の中心部に隣接し、低運賃の交通機関が通

じていた地域が、増大しつつあった事務員、店員、教師などホワイトカラーの俸給生活

者を中心とする下層中流階級や労働者上層の居住地として発達した。こうした地域は、
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内部に所得別・階層別の細かい棲み分けを含みながらも、より遠距離に位置する中流階

級の確立された郊外住宅地とは截然と区別された。条例住宅の時代に開発された近隣郊

外は、公共のオープン・スペースも少なく、比較的稠密に建てられた連続的なテラスハ

ウスによって特徴づけられたが、庭付きの自己完結した家族用住居がもたらした住環境

の改善は明らかであった２９。

自発的な郊外化と並んで、世紀転換期には、大都市の過密解消と住宅問題の解決を掲

げて、社会改革家 E.ハワード Ebenezer Howardが提唱した田園都市（１８９８年）の思想と、

「最初の田園都市」レッチワース Letchworth（１９０３年～）における実践に触発された住宅

改革の有力な流れが形成され、第一次大戦前、その計画理念を体現した民間主導の住宅

供給の試みが展開された。土地の公有と開発利益のコミュニティへの還元という協同の

精神に基づいて建設される、適正規模（人口３２，０００人）、職住近接、階級混住の自己完結

型都市というハワードの構想は、イギリスにおける理想社会探求の歴史のひとつの到達

点を示すものでもあった３０。この田園都市に加えて、同時期の、ボーンヴィル Bournville

（１８７９－１９００年）やニュー・アーズウィック New Earswick（１９０１年～）に見られた社会改

良的な資本家による自社労働者のためのモデル工業村の実験、さらにハムステッド・

ガーデン・サバーブ Hampstead Garden Suburb（１９０６年～）に代表される田園郊外の開発

などが、いわゆる田園都市運動を構成していた。これら全ての試みに建築家として参画

し、中核的な役割を果たしたのが、社会主義者の R.アンウィン Raymond Unwinであっ

た３１。

アンウィンを指導者とする田園都市運動は、当時支配的だった条例住宅による開発を

批判し、これに代わる住宅設計、住宅地計画および住宅供給のあり方を提起した。まず

住宅設計については、条例住宅に往々見られた背面の延長（建て増し）部分を撤去し、

奥行きが浅く、間口の広い住居プランによる左右対称の二戸建て住宅 semi-detachedや短

いテラスハウスを採用し、換気・採光の改善を図るとともに、方位に配慮した間取りを

提案していた（図４）。また住宅地計画については、郊外の安価な土地を利用し、道路面

積の削減によって開発コストを抑え、立地に即した有機的なレイアウトを実現するため

に、低密度（１エーカー［≒４，０００m２］当たり１２戸）の住宅地開発を奨励した（図５）。

さらにアンウィンは、職住近接の、自足的な田園都市を理想としつつも、住環境改善の

より現実的手段として、庭に力点を置いた計画的な郊外住宅地の開発（田園郊外）を積

極的に推進し、これが以後、田園都市路線の住宅開発として知られるようになる３２。第一

次大戦後の住宅政策立案にも強い影響力を及ぼしたアンウィンの主要な貢献は、イギリ

大戦間期イギリスの住宅改革と公的介入政策
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スの伝統的な田舎家風の小住宅cottage

をモデルに、その刷新と合理化を図る

とともに、中流階級のための郊外住宅

地の開発基準を取り入れて、労働者住

宅の代替的なデザインとレイアウトを

提唱したことである。

さらに、こうした田園都市運動の計

画理念を実現するため、住宅協同組合

co-partnership tenant societiesが活用され

た。これは、入居者を含む出資者への

債券発行を資本に住宅や共用施設を建

設し、その賃料から配当金（５％以下）

その他コストを賄い、残りを入居者の

家賃率に応じて債券で配分するという

方式の住宅供給であり、組合を通じた

良質の住環境維持を担保した仕組みで

あった。労働組合主義者の大工 H.ヴィ

ヴィアン Henry Vivianによるロンドン

西南郊のイーリング住宅協同組合 Eal-

ing Co-partnership Tenants Ltd（１９０１年

～）を中心とする活動が知られている

が、主に債券購入の経済的余裕があっ

た下層中流階級や労働者上層にアピー

ルし、ボーンヴィル、レッチワースや

ハムステッド・ガーデン・サバーブの

住宅建設にも貢献した。こうして、

１９１４年までに総計１０，０００戸を擁する６０余の田園郊外型住宅地が開発され、このうち

７，０００戸以上がこの住宅協同組合方式によって供給された３３。

最後に、郊外化を通じた住宅改革を政策的に後押しする動きも見られた。未だ専門的

職能としての都市計画がまだ揺籃期にあった当時、住宅改革の提唱者や自治体関係者、

理論家を中心に結成された全国住宅改革評議会 National Housing Reform Councilは、ド

図４ R.アンウィンと共同設計者B.パーカー

によるニュー・アーズウィックの住宅例
出典）M. Swenarton, Homes Fit for Heroes, p. 21.

図５ R.アンウィンと B.パーカーによるレッ

チワースのバーズ・ヒル地区の配置計画
出典）M. Miller, Letchworth: The First Garden City

Second Edition (Chichester: Phillimore, 2002), p. 62.
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イツの自治体による都市拡張の事例を掲げて、イギリスにおける都市計画の確立と官民

の連携による計画的な郊外開発を求める運動を展開した。その働きかけもあり、１９０９年

には時の自由党政府によって、イギリスで初めて都市計画の名を冠した「住宅・都市計

画法」が制定された３４。同法は、郊外の未開発地域の開発方針を定めた計画策定の権限を

地方自治体に付与するとともに、公益事業組合 public utility societiesの住宅建設費用に対

する低利の公的融資の比率をそれまでの２分の１から３分の２に引き上げた。公益事業

組合とは、協同組合などの法的地位を規定していた「産業および節約組合法」‘Industrial

and Provident Societies Act’の下で登記され、収益・配当を５％以下に限定していた団体を

指し、これには住宅協同組合を中心に、非営利の住宅会社なども含まれていた３５。

このように、第一次大戦に至る住宅改革の主要な展開の中には、大戦間期にイギリス

の公的住宅政策の主流となる公営住宅の端緒も見られるが、量的にも少なく、それはあ

くまで選択肢の一つにすぎなかった。当時は、むしろ住宅協同組合方式の、田園都市路

線による郊外型住宅地の開発が、住宅改革の方向性を指し示していた。さらに、住宅協

同組合を含めて公益事業組合と称された、非営利の住宅組織の活動が奨励されており、

この時点では、ヨーロッパ諸国で形成されつつあった公的住宅政策と軌を一にしていた

ということもできる。ところが、第一次大戦前夜から戦争初期にかけて、住宅市場をめ

ぐる状況は大きく変化することになる。

５ 第一次大戦前夜の民間住宅市場の危機

イギリスは、第一次大戦に先立つ数年間、

住宅建設戸数の減少に象徴される民間住宅市

場の停滞を経験した。その後、戦争勃発に

よって一転、住宅市場が逼迫し、住宅不足に

伴う広範な家賃ストに直面した政府は、家賃

統制を導入し、さらに戦後に向けて、代替的

な住宅供給の模索を余儀なくされることにな

る。住宅建設は、世紀転換期のブームから後

退に転じ、１９０９年以降は年１０万戸以下に落ち

込んだ（表４）。短期的には、建築循環が下降

局面に入ったこと、土地課税を打ち出した自

由党政府の１９０９年予算案による土地取引の停

１８８０ ８３，１００

１８８５ ７６，７００

１８９０ ７５，８００

１８９５ ８９，８００

１９００ １３９，７００

１９０５ １２７，４００

１９１０ ８６，０００

１９１５ ３０，８００

１９２０ ２９，７００

表４ イギリスの住宅建設戸数１８８０‐

１９２０年

出典）H. Meller, ‘Housing and Town Planning,

1900−1939’, in C. Wrigley (e.d.), A Companion

To Early Twentieth-Century Britain (Oxford:

Blackwell, 2003), Table 24.1 (a).
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滞、海外投資の膨張にも見られたような、より有利な投資先の存在などが影響してい

た３６が、その背後には、１９世紀末以降、次第に厳しさを増した民間家主層の経済状況の悪

化があった。地方自治体の財政支出は、１８７０年から１９１０年にかけて３１６％増加し、同様に

全国平均の地方税は、評価額１ポンドにつき３シリング６ペンス（１８８５年）から６シリ

ング９ペンス（１９１４年）に上昇した３７。建築条例のより厳格な適用や利子率の上昇による

住宅コストの増加に加えて、この地方税負担の増大は、民間家主にとって借家経営の収

益圧迫を意味していたが、労働者の実質賃金も停滞気味で、家賃引き上げもままならな

い状況であった３８。例えば、金属加工業が栄えたイングランド中部の都市ウルヴァーハ

ンプトンでは、地域の不動産所有者協会による家賃増額の提案に対して、借家人による

家賃ストの動きも見られた３９。

家主層はまた、労働者階級の住宅をめぐる組織的圧力からも無縁ではなかった。１９世

紀末から、労働組合会議 Trades Union Congressの年次大会では、毎年のように住宅問題

が議題に上り、動議の採択も行われた。またそれは、各地の労働組合評議会や新生の労

働党が、地域で支持を結集していくうえで重要な争点となった４０。１８９８年には、労働者の

住宅に関する要求の実現を掲げた労働者全国住宅評議会 Workmen’s National Housing

Council が結成され、政府による自治体への住宅建設融資の条件の改善（１９０３年に実

現）、「公正家賃」の導入による民間家主の統制、さらには住宅建設に対する国庫助成を

求めて運動を展開した４１。

イギリス国内でも、とりわけ固有の住宅市場の展開を見たスコットランドでは、早く

から家主―借家人関係が緊張し、住宅問題が政治化していた。すなわち、一方で永代租

借権に準ずる土地保有形態、より厳密な建築規制、建築業の未発達などから住宅の供給

コストが高く、他方、労働者の平均賃金水準が低かったこともあって、１９世紀を通じ

て、階級の別なくテネメント形式の集合住宅が普及したのである。その中で、労働者階

級用のテネメント（図６）は、年単位の賃貸契約が一般的で、イングランドとウェール

ズに比べて、物件の損害を補償するためのより厳格な動産仮差し押さえや没収など、家

主に有利な法的規定が存在した。この慣行は、労働移動や生活状況の変化に応じた住み

替えの障害となっていたため、労働者階級は契約更新をめぐる種々の不満を抱えてい

た。その後、１９１１年の法改正によって、週・月単位の賃貸契約が導入されるが、家主層

はその代償として、略式の不動産回復・立ち退き請求の権限強化を勝ち取っていた４２。

相対的に低い住宅水準と、家主―借家人関係の摩擦の歴史から、グラスゴーなどでは、

早くから独立労働党が住宅問題を軸に民衆の支持を集め、自治体による良質の住宅供給
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を掲げていた４３。

第一次大戦初期の軍需生産の増強

に伴う民間住宅市場の逼迫は、戦時

の住宅建設停止と相まって、深刻な

住宅危機を惹き起こし、住宅をめぐ

るこうした戦前の緊張関係が表面化

する。浸食されていた収益率の回復

を目論んだ家主層による家賃値上げ

と滞納を理由とする追い立ての要求

に対して、軍需生産都市をはじめ各

地で借家人による家賃ストが発生し

たのである４４。とりわけグラスゴー

では、市の労働党の積極的関与の

下、軍需労働者の労働条件をめぐる

紛争とも連動しながら、借家人組織

や女性団体を巻き込んで広範な家賃

不払い運動が展開された４５。戦時体

制の遂行に労働者階級の協力を必要としたイギリス政府は、１９１５年に「家賃・抵当利子

の引き上げ（戦時制限）法」による家賃統制を導入し、家賃を戦前の水準に凍結した。

当初は戦時の時限立法とされたが、一旦発効すると、政府は重大なジレンマに直面する

ことになった。代替的な住宅供給を伴わない単純な統制解除が、必然的に家賃の値上が

りと住宅困窮者の増大を生む一方、統制の継続は、統制家賃の住宅との競合を迫られる

民間の新規住宅投資を阻害すると考えられたからである４６。戦後に向けてさらに深刻な

住宅不足が予測される下で、より本格的な公的介入が要請される事態となった。

� 大戦間期の公的介入政策

１ 公営住宅政策の確立と展開

第一次大戦前の住宅建設の停滞と戦時中の建設停止によって新規の住宅供給が減少

し、またこの間の婚姻率の上昇と世帯数の増加などから、イギリスの戦争終了時の住宅

不測は推計６２万戸に上った４７。戦争が長期化の様相を呈するにつれ、５００万の塹壕の兵士

と３００万の軍需労働者の貢献に報いるという観点からも住宅問題の緊要度は高まり、良

図６ グラスゴーのテネメント集合住宅例：

建物の前面と平面図

出典）F. Worsdall, The Glasgow Tenement: AWayofLife:

A Social Historical and Architectural History (Glasgow:

Richard Drew, 1979), pp. 116-7.
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質の住宅供給は戦後再建の柱としての意味合いを帯びるようになった。こうした中で政

府による公的住宅政策の立案は、労働者全国住宅評議会や女性代表の住宅改良を求める

戦時下の働きかけを背景に、設計・設備や配置など住宅デザインの全般的検討に基づく

住宅水準の向上の提言と、これを盛り込んだ具体的な住宅供給計画の立法化という形を

とった。

まず、住宅検討委員会の審議結果、『チューダー・ウォルターズ報告』（１９１８年）は、

１エーカー当たり１２戸の低密度開発、間口の広い庭付き住宅の建設、屋内トイレ・浴

室、またその多くが客間 parlourを備えた３寝室住宅の床面積の大幅な引き上げ（戦前の

条例住宅の平均６５０平方フィートに対して、８５５～１０５５平方フィート）などを提言してい

た４８。これは、その主要委員でもあったアンウィンの考え方を強く反映したものであ

り、委員会の提言は、公式の『住宅マニュ

アル』（１９１９年）を通じて自治体の住宅設

計・住宅地計画の指針となった（図７）。

第一次大戦終結後、「英雄たちにふさわし

い住まいを」を掲げた政府は、この田園都

市路線をモデルに、３年間に５０万戸の住宅

建設を公約した４９。

１９１９年には、自由党と保守党の連立政府

によって、初の国庫助成金支給の規定を含

む「住宅・都市計画法」（通称アディソン

法 ‘Addison Act’）が制定された。イギリス

ではこれ以降、地方自治体を主体とする公

営賃貸住宅の供給が公的住宅政策の主流を

なすことになる。同法によって、各自治体

は速やかに地域の住宅需要を調査して住宅

供給計画を策定し、住宅を管轄する新設の

保健省の承認を得て実施することを義務づ

けられた。建設助成金は、国庫からの支出

を主体としながらも、地方税からの拠出も

求める共同出資となった。実際の住宅建設

と管理は自治体の責任とされ、中央政府は

図７ 『住宅マニュアル』（１９１９年）の客間

付き３寝室住宅の設計例：前面と

平面図

出典）Local Government Board, Manual on the

Preparation of State-Aided Housing Schemes

(London: HMSO, 1919), Suggested House Plans

No. 6.
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その助成額や条件を通じて自治体の住宅計画を監督・調整する方式がこうして確立され

た。ただし１９１９年法では、自治体の負担は地方税評価額１ポンドにつき１ペニーという

名目的な支出に止まり、これを超える負担は政府が補填するという寛大なものであっ

た。換言すれば、建設コストと家賃収入の差額を政府が補償することによって、ようや

く自治体の協力を取りつけることができたのである５０。政府にとっては重いこの財政負

担は、住宅問題の緊要性に対する当時の政府の認識を反映していた５１。同法はまた、公益

事業組合への公的融資の比率の引き上げ（４分の３）と返済時の利子補給の規定を含ん

でいた。１９１９年末にはさらに追加的措置として、民間業者への建設助成一時金の支給も

認められた５２。

１９１９年法に体現された政府の意図は、戦争によって生じた住宅市場の混乱と住宅不足

に対する一時的な緊急措置としての公的介入であり、従前の民間主体による住宅建設復

活への期待が込められていた。しかしながらこの住宅供給計画は、戦後ブームがもたら

した全般的インフレによる建設資材や労働力の不足、また資金調達の問題に悩まされて

頓挫する。１９１４年に２５０ポンドだった標準的３寝室住宅の建設コストは、１９２０年には入札

価格にして９３０ポンド、完成時には１，２００ポンドまで上昇していた。１９２１年７月、政府は

コスト高騰と金本位制復帰を視野に入れた財政緊縮を理由に国庫助成を打ち切り、最終

的に１９１９年法に基づく公営住宅の供給戸数は１７０，０００戸に止まった。その他の貢献（民間

業者４０，０００戸弱、公益事業組合３，８００戸、住宅財団７００戸）を加えても目標には遠くおよ

ばず、戦後の新世帯形成によって住宅不足はむしろ悪化しており、政府はなんらかの対

応を迫られる状況であった５３（表５）。

その後の展開を見ると、まず１９２３年には、保守党政府によって、一定の基準（１９１９年よ

り低い）に合致した住宅を対象に、民間業者には建設一時金、地方自治体には年助成金

６ポンドを２０年間支給することを骨子とする、新たな「住宅法」（通称チェンバレン法

‘Chamberlain Act’）が制定された。地方税からの拠出は求められなかった。というのも、

同法は、持ち家／賃貸向けの民間業者による建設を優先し、自治体は自ら建設する妥当

性を保健省に証明することを条件としていたからである。１９２９年に失効するまでの建設

戸数は民間業者が３６２，０００戸、自治体が７５，９００戸で、３寝室住宅の床面積は平均７５０‐８５０

平方フィートに低下していたが、大多数が持ち家として販売され、１９２３年法は大戦間期

の下層中流階級による持ち家取得拡大の起点になったとされている５４。

翌１９２４年には、史上初の労働党少数派政府によって、１９２３年法と同一基準の住宅の公

的建設に、年助成金９ポンドを４０年間支給することを定めた「住宅（財政供与）法」（通

大戦間期イギリスの住宅改革と公的介入政策

―９５―



称ウィートリー法 ‘Wheatley Act’）が制定された。地方税からは、年４ポンド１０シリン

グの拠出が求められた。保健相のウィートリーは、建築業の労働力の育成と資材調達の

整備を通じた、長期的かつ安定的な住宅供給計画を立案し、公的な住宅供給主体として

の自治体の地位を確立・再確認した。この間、標準的な３寝室住宅の建設コストは、

１９２３年の４３６ポンドから、１９２７年には３９７ポンド、さらに１９３２年には２９５ポンドまで下がっ

た。こうしたコスト低下にも助けられて、１９３３年に廃止されるまでの建設戸数は５００，８００

戸（その他、民間業者による賃貸用住宅が１５，０００戸）に上り、１９２４年法は大戦間期の最

地方自治体 民間業者

４月１日－

３月３１日

イングランド・

ウェールズ

スコットランド イングランド・

ウェールズ

スコットランド

１９１９／２０ ５７６ － －a －a

１９２０／２１ １５，５８５ １，２０１ －a －a

１９２１／２２ ８０，７８３ ５，７９６ －a －a

１９２２／２３ ５７，５３５ ９，５２７ －a －a

１９２３／２４ １４，３５３ ５，２３３ ７１，８５７ －a

１９２４／２５ ２０，６２４ ３，２３８ １１６，２６５ ３，６３８

１９２５／２６ ４４，２１８ ５，２９０ １２９，２０８ ５，６３９

１９２６／２７ ７４，０９３ ９，６２１ １４３，５３６ ７，４９６

１９２７／２８ １０４，０３４ １６，４６０ １３４，８８０ ６，１３７

１９２８／２９ ５５，７２３ １３，９５４ １１３，８０９ ５，０２４

１９２９／３０ ６０，２４５ １３，０２３ １４１，８１５ ５，０１１

１９３０／３１ ５５，８７４ ８，１２２ １２７，９３３ ４，５７１

１９３１／３２ ７０，０６１ ８，９５２ １３０，７５１ ４，７６６

１９３２／３３ ５５，９９１ １２，１８５ １４４，５０５ ６，５９６

１９３３／３４ ５５，８４０ １６，５０３ ２１０，７８２ １０，７６０

１９３４／３５ ４１，５９３ １５，７３３ ２８７，５１３ ６，０９６

１９３５／３６ ５２，３５７ １８，８１４ ２７２，５０３ ７，０８６

１９３６／３７ ７１，７４０ １６，０４４ ２７４，３１３ ７，７５７

１９３７／３８ ７７，９７０ １３，３４１ ２５９，６３２ ８，８１７

１９３８／３９ １０１，７４４ １９，１６２ ２３０，６１６ ７，３１１

１９３９／４０ ５０，４５２ １９，１１８ １４５，５１０ ６，４１１

表５ イギリスの住宅建設戸数１９１９－１９３９年（建設主体別）

a-S. Merrett (with F. Gray), Owner-Occupation in Britain (London: Routledge & Kegan Paul, 1982), P.346

によれば，１９１９‐２３年の民間業者の建設戸数は推計年平均２５，７２７戸。

出典）Meller, ‘Housing and Town Planning, 1900−1939’, in C. Wrigley (ed.), A Companion to Early Twentieth

-Century Britain, Table 24.1 (b).
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も成功した住宅法となった５５。

１９３０年には、第二次労働党政府が、既存の不良住宅の問題に対処するための「住宅法」

（通称グリーンウッド法 ‘Greenwood Act’）を導入し、自治体にスラムクリアランス５年

計画の策定を指示するとともに、その実施および公的な代替住宅の提供 rehousingを義務

づけた。同法は、移転住民１人当たり年助成金２ポンド５シリングを４０年間支給すると

いう財政的措置を講ずることによって、１９世紀後半以降、スラム解消の障害となってい

た代替住宅の問題に決着をつけた５６。地方税からは、建設戸数当たり年３ポンド１５シリ

ングの拠出を求めていた。また、現地主義に従って対象地区の再開発による中高層の集

合住宅 flatを建設する場合には、都市中心部の高地価を考慮した特別補助金の支給を定

めていた。当初これは、１９２４年法を補完する施策と位置づけられた。労働党は、労働者

住宅の一般的供給とスラム居住者への住宅提供の二本立て政策を意図していたのであ

る５７。しかし、比較的短命に終わった労働党政府に代わって政権に就いた保守党の挙国

一致政府は、１９３３年に「住宅（財政供与）法」を制定して１９２４年法を廃止し、自治体には

スラムクリアランス事業への集中を要請した。さらに１９３５年には、自治体に過密居住の

実態調査を義務づけ、その緩和のための住宅供給への助成金支給を認める「住宅法」が

導入された。こうして大きくスラム再開発へと転換した住宅政策によって、１９３０年代を

通じて、スラム住民の再居住のために２７３，０００戸、過密居住解消のために２４，０００戸の公営

住宅が供給された５８。

公的住宅供給と密接な関わりを持っていた家賃統制の推移を見ると、政府は１９１９年の

「家賃および抵当利子引き上げ（制限）法」によって、家賃の１０％値上げを認める一方、

家賃統制の対象となる住宅の範囲を拡大した。その後、段階的な統制廃止の試みとし

て、１９２３年には、借家人の転居と家屋の返却に伴って家賃統制を解除できるとした。し

かし、労働者向け住宅の統制解除の比率は、１９２８年には６％、１９３０年に至っても１１％

で、なかなか民間の賃貸市場の復活の兆しは見られなかった。１９３１年段階の統制解除の

比率は、中流階級住宅では５５．８％に上ったが、全体では３０．９％に過ぎなかった。政府は

結局、１９３３年の「家賃統制法」によって、中流階級住宅については即時廃止、また下層

中流・熟練工住宅についても段階的廃止を打ち出す一方、「真の労働者住宅」について

は家賃統制を恒常化する措置がとられた。家賃統制はこうして、数次の更新を経て、基

準家賃の一定の引き上げを認めながらも、大戦間期を通じて基本的に継続されることに

なった５９。

このように、大戦間期イギリスの住宅政策は、１９３０年代には次第にその主たる対象を
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労働者下層に移していくが、これは同時期の民間住宅建設ブームと、イギリスの住宅改

革の有力な潮流としての郊外化の進展と表裏一体の関係にあった。

２ 民間住宅建設ブームと郊外化の進展

イングランドとウェールズの民間住宅建設は、１９２５年以降、年間１０万戸を超え、なか

でも１９３４年から３８年にかけては、毎年２５万戸以上を記録し、自治体の年平均５万戸を大

きく上回った。大戦間期の民間住宅建設戸数３１４万戸のうち、９０万戸は家賃統制の部分的

解除に伴う新規民間賃貸用に供給されたものの、大部分は持ち家取得者のための建て売

り住宅であり、新築かつ良質の住宅に対するイギリス市民の需要の強さを物語ってい

た６０。とりわけ１９３０年代には、持ち家取得に有利ないくつかの社会経済的条件が到来し

た。まず、イギリスでは第一次大戦後の不安定な景気回復と１９２０年代末の大恐慌の結

果、貨幣賃金の低下を上回る物価下落によって、ホワイトカラー層を中心に就労者の実

質賃金の上昇と生活水準の改善が見られたことである。これは、特に自動車や電機など

の内需形成型の新産業が興隆していたロンドンを含むイングランド南東部に当てはまっ

た。次に、この不況による地価、建設（労働力・資材）コストの低下、また１９３０年代の

経済回復への道を拓いた３２年からの政府の低金利政策の影響が挙げられる。さらに、こ

の時期、住宅金融を専門とする大衆的な住宅組合の成長が見られ、持ち家希望者向けの

融資の拡大とその条件の緩和がもたらされた６１。高校教師によるロンドン郊外の３寝室

住宅購入を例にとると、１９２８年には購入価格が６００ポンド、頭金３００ポンド、金利６％、返

済期間１５年で、年収に占めるローン負担は１０％であったのに対して、１９３２年には同等の

住宅の購入価格は４５０ポンド、必要な頭金は５０ポンド、金利は４．５％に下がり、返済期間

も２５年に延長され、ローン負担は８％になっていた６２。概して、事務職、商店主、警官な

ど下層中流階級は郊外の新築住宅を購入し、労働者上層は既存の民間賃貸住宅を家主か

ら購入した。大戦間期を通じて、１００万以上の民間賃貸から持ち家への所有移転が行われ

たとされる６３。

大量の住宅建設は、都市部の外延的拡大をもたらした。１９０１年から１９２１年にかけて

２５％の拡大（６７万４，０００ヘクタールから８５万４，０００ヘクタール）を見たイングランドと

ウェールズの都市部の面積は、さらに１９３９年にかけて史上最高の４０％の拡大（１２０万

６，０００ヘクタール）を記録した６４。ロンドンの郊外住宅地は、鉄道の通勤路線の整備と地

下鉄の路線延長や伴う沿線の宅地化や、放射状の幹線道路に沿った帯状開発 ribbon de-

velopmentを通じて、中心部のチャリングクロス駅から半径６～１０マイルの地点から、１６
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～２５マイルまでの同心円上の地域に広がった６５。大戦間期イングランドとウェールズの

全住宅戸数の２３．６％が、ロンドンを取り囲むエセックス、ケント、ミドルセックス、サ

リーの４州に集中していた６６。コステイン Costain、レイン Laing、テイラー・ウッドロー

Taylor Woodrow、ウィンピーWimpeyなど、今日も知られる大規模な住宅開発業者が抬頭

し、規格化された二戸建て住宅の大量供給によって、こうした郊外住宅地の開発を担っ

た６７。１９３０年代の民間住宅建設ブームは、住宅の保有形態を変えながら第一次大戦前の

自発的な郊外移住を引き継いだ動きであり、大戦間期の公的な住宅政策に採用された田

園都市路線の住宅開発と並んで、イギリスにおける郊外化のさらなる進展を促したので

ある。

３ 大戦間期の公的介入政策の成果と限界・批判

第一次大戦を契機とする公的介入政策の展開を中心に、イギリスの住宅改革の問題を

見てきた。この過程はどう評価されているのだろうか。まず、大戦間期の公的住宅政策

には、その時々の支配・政権政党の立場を反映した政策の追求によるぶれが生じた。保

守党は、比重を民間賃貸から持ち家奨励に移しながらも、自由な住宅市場の復活をめざ

し、その目的にかなう限りの公的介入策を採用した。他方、労働党は、公営住宅の供給

（民間賃貸の公共賃貸による置換）を軸とする公的介入の強化を掲げていた。両党に共通

していたのは、民間家主層の放棄という点、つまり戦前の住宅供給を担っていた民間賃

貸部門を包摂した政策形成がなされなかったことであり、労働者住宅の家賃統制の継続

も、こうした文脈の中で理解されなければならない６８。そのうえで、家賃統制と一連の住

宅法による公的住宅供給は補完関係にあった。公的住宅政策はまた、１９２０年代の全般的

な住宅不足に対処し、住宅ストックの拡大を優先する政策から、１９３０年代には、１９世紀

工業化の負の遺産でもあった不良住宅地域の除去に関わるスラムクリアランス政策へと

転換した。この過程は、より批判的な観点からは、労働者全般に対する社会サービスと

しての住宅政策から、１９世紀的な衛生改革の発想への後退と特徴づけられ６９、ここに公

営住宅の低所得層への限定、残余化の端緒を見出すこともできる７０。この転換は、特に

１９３０年代のイギリス政治における保守党の支配と、その考え方を体現した政策の展開と

結びついていた。

次に、住宅建設の成果は総計４３０万戸に上り、大戦間期にイギリスの住宅ストックはお

よそ５０％増加し、１９３９年には１，２００万戸に達した。その内訳は、自治体が１３９万戸、民間業

者が３１４万戸であった。イングランドとウェールズについて両者の比率を見ると、自治体
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が３１．５％、民間業者が６８．５％７１で、同

様に地域別の両者の比率を見ると、南

東 部１７．９％：８２．１％、北 部３５．２％：

６４．８％、ミドランズ３４．３％：６５．７％、

東部３５．８％：６４．２％、南西部２５．６％：

７４．４％、ウェールズ３４．２％：６５．８％に

なる７２。ロンドンを含む南東部では民

間の比率が高く、特に北部では自治体

のより大きな貢献が認められる（東部

は、主に農業地帯で、建設戸数そのも

のも少なかった）。後者は、１９世紀の

工業化に伴う住宅問題を抱え、過密居

住度も高い地域であった。例えば、ラ

ウントリーがヨークで実施した２度目の貧困調査によれば、１９０１年との比較で、１９３６年

の同市の過密居住度は６％から２％に、また不良住宅の比率も２６％から１２％にそれぞれ

低下していた７３。いずれも北部に位置するリヴァプール、マンチェスター、シェフィール

ド、リーズに、ミドランズの中心都市バーミンガムを加えた５つの自治体だけで、大戦間

期に供給された公営住宅の約２０％を建設していた７４。スコットランドでは、自治体と民

間業者の比率が７０％：３０％と逆転しており、自治体中心の住宅供給が行われたが、これ

は同地域が戦前、イギリスの中でも相対的に居住水準が低く、また大戦間期には造船、

鉄鋼などの旧基幹産業の構造不況によって経済的に沈滞し、民間の住宅建設復活の契機

を欠いていたことが大きかった７５。

大戦間期の公的介入政策の結果、『チューダー・ウォルターズ報告』に沿った高水準の

公共賃貸住宅の大量供給が実現した（図８）。特に田園郊外型の住宅団地の採用により、

過密の中心市街地から、都市周縁の新住宅地への住民の大規模な分散が生じた。これ

は、労働者階級の居住水準の無視できない革命 a minor revolutionであった（図９）。

かくして自治体の住宅政策は、労働者階級のための郊外化過程を定着させた。少なくとも１９

世紀中葉以降、中流階級が追求してきた郊外化であるが、当初は少数のための概して無意識

の過程であったものを、今や多数のための計画的過程へと発展させたのである７６。

ロンドン州議会が大戦間期に供給した８２，０００戸のうち、６１，０００戸は主として１５の比較

的小規模な郊外型住宅団地 cottageestatesに建設された７７。例外は、中心から１０マイルの東

図８ アディソン法による高水準の公営住宅

例（１９２４年完成）：ストーク市供給
出典）City of Stoke-on-Trent Housing 1919-1960 (Stoke

-on-Trent: Stoke City Council, 1960), p. 55.
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部郊外に開発された総数２５，０３９戸、収

容人口１１２，５７０人のベコントリー団地

で、これは当時としては世界最大の住

宅団地であった７８。

こうした成果とともに、また限界も

あった。まず、高水準の住宅は相対的

高家賃を意味し、そのため入居者の階

層が限定されることになった。例え

ば、ロンドン州議会が管理する団地の

住民構成を見ると、下層中流階級や熟

練労働者の割合が高く、労働者下層は

少なかった（表６）。１９３０年代にスラ

ムクリアランスが本格化すると、その

対象となった低所得層の中には、提供

された郊外住宅への移住に伴う生活費

ウォトリング団地と他の主要な郊外型団地の比較

職業集団 ウォトリング 他の団地

居住者数 比率（％） 居住者数 比率（％）

熟練労働者 ８８０ ２２．０ ９，４０３ ２２．６

半・不熟練労働者 １，０１０ ２５．０ １３，０５０ ３１．３

運輸労働者 ７６０ １９．０ ７，０６９ １７．１

小売流通業 ２１１ ５．３ ２，０９５ ５．０

事務員 ３４８ ８．７ ４，１９３ １０．０

家事奉公人 １１４ ２．９ ８０６ ２．０

郵便局員 ２０９ ５．２ １，４６７ ３．６

軍・警察・消防 ９５ ２．４ ８５４ ２．０

その他 １４２ ３．６ ９３２ ２．２

年金生活者 １１８ ２．９ １，１０６ ２．５

寡婦 ８３ ２．２ ６００ １．４

無業 ３３ ０．８ １４１ ０．３

合計 ４，００６ １００．０ ４１，７１６ １００．０

図９ バーミンガム市営の郊外型団地例：

ウェリー・カースル団地の配置計画

出典）S. Gale, Modern Housing Estates (London: B.

T. Batsford, 1949), Plate VII City ofBirminghamWeoley

Castle Estate.

表６ ロンドン州議会管理の住宅団地入居者の職業構成１９３５－３６年

出典）R. Durant, Watling: A Survey of Social Life on a New Housing Estate (London: P. S. King, 1939), P.124.
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の高騰によって貧困に陥る者、またそれゆえ旧市街に戻ってくる者もいた７９。次に、大戦

間期に供給された公営住宅全体の３分の２は標準的な３寝室住宅（１寝室住宅は全体の

４．３％；４寝室住宅は３．７％）で、増加しつつあった小規模世帯や多人数世帯に十分対応

できなかった８０。これが画一的な住宅の大量供給につながり、団地の世帯構成の歪みを

生んでいた。こうした欠陥に加えて、計画不足から就業や雇用の場との関連を欠き、ま

た財政上の理由から生活関連諸施設や共用施設が不十分な団地が多く建設され、批判の

対象となった８１。

団地は、市の中心地にある既存の施設からは切り離され、職場からも遠く、また交通機関の

接続も不十分であった。同じく、団地に引っ越すことで、援助と義務から成り立つ非公式の

ネットワークをもった古いコミュニティも壊されてしまった８２。

さらに、不良住宅の除去と再開発に関わる１９３０年代のスラムクリアランス計画は、そ

の主たる標的が民間の老朽住宅であったこと、またしばしば私的な住宅資源に乏しい労

働者下層に対する代替住宅を提供するという点からも、すぐれて民間住宅市場への公的

介入を体現した政策でもあったが、その成果（２７３，０００戸）は、除去を必要とした認定戸

数の４７２，０００戸には遠くおよばなかった８３。

� 論点

１ 公的介入政策のあり方

最後に、イギリスにおける住宅改革と公的介入政策をめぐる２つの論点を整理してお

きたい。第１に、公的介入政策のあり方が、なぜイギリスでは地方自治体による公営賃

貸住宅の大量供給という形をとったのか、という点である。この問いは、４つの部分に

分けて検討することが有益である。まず、前世紀転換期から１９１４年に至る住宅問題をめ

ぐる論争における各党の政策を見ると、自由党はかねて土地所有の寄生性を攻撃し、地

主利害に対する資本と労働の統一を唱えていた。そして１９０６年からは政府として、土地

課税を軸とする、郊外化を通じた住宅問題の解決を模索し、その主要な担い手を今日の

非営利住宅組織とも親近性をもつ公益事業組合に見出していた。これに対して保守党

は、徐々にその軸足を民間家主から持ち家所有者の拡大・取り込みによる土地利害の保

護に移しつつも、限定的な公的住宅供給を容認した。これは、２０世紀後半に明確になる

「不動産所有民主主義」‘property-owning democracy’の提唱につながる政策的立場であっ

た。他方、新生の労働党は、民間家主の規制強化と公的助成による良質の賃貸住宅供給

を打ち出していた。このように、その萌芽が見られたとはいえ、戦前の論争の中に、大

―１０２―



戦間期に支配的となる自治体を主体とする公営住宅の供給という政策の直接的契機を見

出すことは容易ではない８４。次に、戦前の民間住宅市場の危機の性格については、地方税

納税者でもあった家主層にとって諸コストの増大と住宅価格の低迷が賃貸経営の収益を

圧迫して、民間による住宅供給はすでに構造的危機に陥っていたとする A.オファーなど

の主張８５に対して、M. J.ドーントンは、それが市場法則の貫徹を前提とする議論であ

り、もはや２０世紀初頭のイギリスでは、住宅市場への諸種の規制も存在し、自由市場経

済の無制限な作用は認められていなかった点を指摘する。そのうえでドーントンは、戦

前の危機が建築循環とも連動する、戦争によって上昇に転じることを阻止されてしまっ

た、市場の循環的・一時的危機であった可能性を示唆し、合わせて逆にむしろ「国民効

率」や労働者の福祉を掲げた国家介入が、単なる循環的危機を市場の恒久的な構造へと

転化した側面があったのではないかと推測する８６。現実には、第一次大戦の勃発と家賃

統制の導入によって状況が一変し、戦後の深刻な住宅不足の予測から、より本格的な公

的介入を不可避とする事態が生じたのである。

公的介入政策をめぐる３番目の問題として、１９１５年の家賃統制の導入の含意について

考えてみると、これは第一義的に借家人層の集合的な圧力によって達成されたものであ

り、労働者階級の運動が住宅政策の方向を決定した最初の事例として評価されてい

る８７。同時に、この措置は、家主よりも数の多かった借家人層の保護を図るという、民意

に敏感だった当時の政府にとっての現実的判断を超えて、イギリスにおける民間家主層

の政治的地位およびその支配的イデオロギーと関連していた。すなわち、主に小商工業

者など下層中産階級の典型的な投資対象であった貸家経営は、事業規模も小さく、各地

域に限定される傾向にあり、住宅資本として、産業・金融資本とは別個の存在であっ

た。民間家主層が地方議会の主導権を握ることも可能であったが、１９世紀末にもなる

と、労働組合評議会などの労働代表の進出や地方の行政機構の確立、さらには中央政府

の政策的要求実施の必要性から、その活動の余地は狭められたが、かといって自己の利

害を代弁する全国的な政治代表を育成することもできなかった。というのも、イギリス

では産業資本主義の漸進的成長によって、歴然とした大資本と小資本の二極分解が見ら

れず、例えばドイツの下層中産階級が前工業化時代のギルドとの連続性を維持していた

のとは対照的に、不満を抱えたプチ・ブルジョア階層が依拠しうる産業資本主義以前の

伝統的イデオロギーを欠いていたと言われる。「古き腐敗」の独占と特権に対抗する１９

世紀前半の急進主義の中で自己形成した彼らの世界観は、レッセ・フェールと自由貿易

をその柱とし、営業の自由を掲げて産業集中に反対するそのイデオロギーは、１９世紀末
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の自治体行政の拡大に対する消極的批判にとどまった。そのため民間家主層は、国家保

護を要求する方向には進まず、孤立感を深めていった。家賃統制の導入とその継続は、

こうした民間家主層の政策的放棄を意味しており、政府による代替的な住宅供給のあり

方の模索を不可避としたのである８８。

では、なぜフランスやドイツのように、公益事業組合などの非営利住宅組織を通じた

間接供給ではなく、地方自治体による公共賃貸住宅の直接供給の手段が採用されたの

か。まず、大規模な住宅供給計画の実施に際して、全国を網羅し、すでに行政サービス

の提供の実績をもっていた自治体が適任であったこと、さらに第一次大戦前から各地域

で住宅に関する要求を掲げていた労働組合評議会や、新生の労働党の圧力を挙げること

ができる８９。実際、１９世紀後半の選挙権の拡大や地方行政の民主化を通じて、労働者階級

の地方政治および自治体行政への進出が着実に進み、市電、ガス、電気、水道など自治

体所有の公益事業の拡大と相まって、イギリスの都市レベルでは民間と公共の境界線の

変更に対する抵抗は相対的に少なかったとされている９０。また、近年の階級関係をめぐ

るイギリス政治文化の議論は、その背景に、国家の階級中立性に対する信頼を底流に、

代議制の地方・中央議会こそが労働者の要求実現の正当な機関であるとみなしていたイ

デオロギーの存在を指摘する。R.マキビンは、議会政治が広くイギリス労働者の間でイ

デオロギー上の正統性を獲得していく過程を描いている。１９世紀を通じて徐々に不正・

腐敗行為が排除されるにつれ、議会は、人民の代表の教義を根本に据え、さらに厳密な

公正の概念に基づいて、次第にその手続きを整えていった。重要な点は、元々支配階級

によってつくられたにもかかわらず、人民の自由の殿堂とみなされ、明らかに規則の支

配した議会が、政治的にも未熟で、防衛的な階級にとって魅力的な機構となったことで

ある。議会の優位は、もちろん労働者階級の政治にとってある種の制約を意味したが、

支配階級もまた、その行動を縛られることになった。議会政治が、労働者階級によって

首尾よく領有された colonizedと言ってもよいかもしれない９１。マキビンは、この過程を

スポーツの発展になぞらえている。

投票および選挙行動は、議会と同様にゲームの規則を取り込むようになると、より一層イデ

オロギー上の承認を得ることになった。選挙は、昔から人を興奮させるものであり、実際に

議席が争われるようなことがあれば、それは明らかにイギリスの偉大なスポーツの伝統の一

部をなすものであった。スポーツから（不十分にせよ）不正行為が排除されるにつれて、議会

選挙からも（不十分にせよ）不正行為が排除されるようになり、スポーツと選挙は意識の上

でも結びついた活動であり続けた。かくして、全階級にとって情熱の的であったスポーツか
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ら借用した比喩的表現―（ヨーロッパのほとんどの言語が取り入れた）「フェア・プレイ」

‘fair play’、「卑怯な」‘below the belt’、「公正を欠いた」‘not cricket’、「クイーンズベリー・

ルール」‘Queensbury Rules’等―が、政治の言説に持ち込まれ、規則を破ることはなおさら考

えられなくなった。政治のスポーツへの同化は、一面では確かに、単に政治的支配階級の生

活様式の帰結にすぎなかったとはいえ、彼らによって積極的に奨励されもした。１９２９年の総

選挙では過半数に達した政党がなかったにもかかわらず、政権に居座ることは「スポーツマ

ンらしくない」‘unsporting’という理由で、ボールドウィンが辞職したのは象徴的であった。

このことは、二重の効果をもたらした。すなわち、政治における遊びの要素とゲームの規則

を強調することによって、政治行動の範囲は著しく狭められ、規則に反することはすべて、

必然的に違法とされた。また規則が（概して）厳密に守られたことによって、代替戦略を考慮

する切迫した必要性は、より一層薄れた９２。

こうして１９世紀末から２０世紀初めのイギリス政治は、階級中立的な国家の下、議会の

公正な手続きに委ねられ、労働者階級が他の階級に一方的に支配されることはなかった

とされる。ドイツでは、労働組合や政治団体を基盤とする独立の住宅組織も設立された

が、イギリスの労働党は独自の住宅供給機関を設立するよりも、進んで政府にその役割

を求めたのである９３。

２ 郊外化の再評価

本稿の叙述からも明らかなように、イギリス（正確にはイングランドとウェールズ）

では、１９世紀後半以降、労働者階級も巻き込んだ郊外化が進行し、住宅改革の主要な潮

流を構成した。にもかかわらず、従来、その評価は決して芳しいものではなかった。も

ちろん、１９世紀末の田園都市の提唱に始まり、第二次大戦後のニュータウン開発に至る

イギリス都市計画の特徴的な系譜はよく知られており、今日、その影響は諸外国に及ん

でいる。ところが、より広い意味の郊外化・郊外居住の進展を見る眼が冷ややかだった

ことは否めない事実である。これは、イギリスの知識人、建築家、研究者らの価値体系

や生活様式に基づく批判に負うところが大きかった。

まず、主にイギリスの文芸思潮に見られる、郊外および郊外居住者に対する「途方も

ない見下し」が挙げられる。根底にあるのは、オルテガ・イ・ガセット流の大衆社会批

判、つまり、社会の民主化や一般大衆の政治参加がもたらすとされた文明の喪失への貴

族主義的抵抗である。特にイギリスの場合、それは、社会のヒエラルキー構造の中で微

妙な位置づけを与えられ、それゆえ、体面の維持に汲々とするその姿が格好の標的と

大戦間期イギリスの住宅改革と公的介入政策

―１０５―



なった、下層中流階級の生活と文化に対する揶揄や嘲りとなって現れた９４。大戦間期の

よく知られた例としては、保険外交員の主人公の住む郊外住宅地を監獄に譬えた G.オー

ウェルの小説『空気をもとめて』（１９３９年）がある９５が、凡庸な人々が退屈な生活を送る

場としての郊外という表象は、形を変え、階級文化の屈折を受けながら第二次大戦後の

イギリス大衆文化の中に引き継がれ、例えば、次のような心情吐露にもつながった。

郊外生まれであることがどんな意味を持つのかわかる年齢になって以来、ぼくはずっと、ど

こか違う場所で生まれたらよかったのにと思ってきた。ノース・ロンドンなら最高だった。

できるだけ多くの Hを落としてしゃべったし――唯一のぼくの語法に残っていた Hは、く

しゃくしゃになって定冠詞の奥底に埋もれてしまった――三人称単数の主語にも動詞の原形

を使った９６。

郊外は、無計画・無秩序な住宅地の展開が都市のスプロールと自然の破壊を招き、ま

た分散型の住宅配置が都市の景観形成に資するような建築上の処理を不可能にしている

ことなどから、建築家や都市計画関係者の間でも評判が悪かった。１９３０年代には、イン

グランド田園保護評議会Council for the Preservation of RuralEnglandなどの自然保護団体の

働きかけもあり、ロンドンの外延的拡大を抑制するためのグリーンベルトの指定や帯状

開発の規制の動きが見られた９７。同時期以降、とりわけ建築のモダニズムがイギリスで

も影響力をもつようになると、田園都市を含めた郊外型の宅地開発が、反都市的である

として批判の対象となった９８。第二次大戦後ロンドンの中心部戦災復興再開発事業の成

果として名高いバービカン集合住宅・芸術センター・コンプレックスの設計者、チェン

バレン・パウウェル・ボンの３人の建築家チームは、モダニズムの立場を高らかに宣言

していた。

我々は、低密度で単調、肥沃な農村の損失を意味し、道路や縁石、歩道や植え込みが際限なく

続く田園都市の伝統を嫌悪すべきものと考える。我々が求めるのは、真の都市と真の農村と

の強烈なコントラストである９９。

郊外の社会学的批判では、居住者の均質な世帯・階層構成、画一的な生活文化、また

そうした属性がもたらすとされた保守的あるいは体制順応志向が俎上に載せられた。特

に大戦間期に増殖した、労働者階級のための郊外型の公営住宅団地は、地域への帰属意

識やコミュニティを欠いた単一階級の集住地と見られ、問題視された１００。またそれゆえ

に、中流階級の社会改良的立場からのコミュニティ組織の創出などの試みもなされ

た１０１。大戦間期に起源をもつ公的住宅政策を批判し、イギリスにおける都市コミュニ

ティ論の古典となったのが、１９５０年代のM.ヤングとP.ウィルモットによるロンドンの労
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働者地区ベスナルグリーンの調査である。彼らは、聞き取りに基づいて、母親と既婚の

娘の間に見られた強い紐帯を軸とする血縁・地縁関係の存在を明らかにし、これをベス

ナルグリーンから郊外の公営団地に移住した家族の孤立した、消費主義的な生活様式を

対比することによって、大衆的な郊外化の是非を問うとともに、伝統的な労働者コミュ

ニティの解体をもたらしかねない当時の住宅政策のあり方に警鐘を鳴らしたのであ

る１０２。

研究者も、こうした郊外化の否定的評価から自由ではなかった１０３が、１９８０年代以降、

それまで比較的等閑視されていた郊外化の歩みに、多面的に光を当てる試みが見られる

ようになる１０４。再評価を促した大きな要因として、大都市の自治体が１９５０年代以降、中

心部再開発の手法として多用した中高層の集合住宅への居住者の反発に象徴される、建

築のモダニズムへの幻滅があった。さらに、建築史家M.スウェナトンは、個人的述懐も

交えてその背景に触れている。すなわち、１９７０年代後半、左派の研究者たちは、深刻な

経済危機にもかかわらず、イギリスの資本主義社会が崩壊しないのは、住宅のイデオロ

ギーが深く関わっているからではないかとの問題意識を共有するようになり、その基盤

が築かれた大戦間期の住宅政策と持ち家の拡大、そして郊外化のテーマに行き着いたと

いう１０５。このような視角は、彼自身の、第一次大戦直後の住宅政策の分析にも生かされ

ることになった１０６が、その後、特に郊外化の歴史研究は、住宅のイデオロギー批判を超

えて、住宅政策や都市計画との関連、また当事者への聞き取りを含む郊外居住者の生活

経験の検討など、実態の解明へと進んでいった。今日、過去１００年の居住や住生活の近代

化の歩みを、「郊外の世紀」と総括する研究も著されている１０７。

大戦間期についても、当時の郊外移住者の証言や、オーラル・インタヴューを活用し

た研究成果がいくつか公表されており、良好な住環境、居住者の高い満足度、多様で活

発なコミュニティの存在など、より肯定的な郊外の姿が描き出されている１０８。近年、イ

ギリスにおける郊外化の再評価を推し進めているのが、M.クラプソンである。彼は、社

会史と都市計画史を融合した独創的な手法を駆使し、さらに都市社会学の知見なども動

員して、計画的なニュータウン開発を含めた、郊外化の歴史を積極的に捉え直す一連の

研究を公刊している１０９。クラプソンの研究は、労働者階級を含めた、自発的な郊外化の

重要性、移住者による多岐にわたるコミュニティ活動の展開、マイノリティ諸集団にも

見られる強い郊外化への志向とそれによる郊外居住の多様性と広がりなどを強調してい

る。また、郊外化を反都市主義であるとする識者やエリートによる批判の系譜に対する

反論として、大多数のイギリス市民は、労働、文化・価値創造の源泉としての都市との

大戦間期イギリスの住宅改革と公的介入政策
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かかわりを保持しながらも、より快適な生活の場を郊外に求めたと主張する１１０。他方、

近年のエッジ・シティの議論を裏付けるように、経済的基盤を備えた自立した地域とし

ての郊外の成長などを明らかにしている１１１。クラプソンは、主要な考察対象を第二次大

戦後に置いているが、同時に大戦間期を、官民の活動よってイギリスにおける大衆的郊

外化の基礎が築かれた重要な時期として位置づけている。最後に、こうした郊外化の研

究の進展を背景に２００４年４月には、ロンドンの南西郊
�

外
�

に立地するキングストン大学

に、郊外をめぐる諸問題を学際的に検討するための教育・研究機関 Centre for Suburban

Studies, Kingston Universityが設立された１１２。

結びにかえて

イギリスでは、第一次大戦を契機として、住宅市場への本格的な公的介入が始まっ

た。政治的には、公的介入の強化を掲げる労働党と、民間住宅市場の復活を唱える保守

党の主張は基本的に対立しており、これ以降、その時々の政権政党の立場を反映した政

策の追求によるぶれが生じた。１９３０年代には、保守党支配の下、公共部門の役割をスラ

ムクリアランスに限定しながら、個人の住宅取得を目的とする民間の住宅建設が奨励さ

れ、中流階級を中心とする住宅ブームを招くとともに、大衆的な郊外化の基礎が築かれ

た。重要な点は、保守党が次第に民間賃貸よりも、持ち家所有に照準を定めるように

なったことである。そもそもイギリスでは、多数の小規模家主層が、住宅資本として孤

立し、自己の利害を擁護するための政治代表を育成できなかった。それゆえ家賃統制と

その継続は、いわば民間家主層の放棄を意味し、この点に関しては、両党とも利害が一

致していたのである。１９３９年には、いまだ人口の過半数は民間の賃貸住宅に暮らしてい

たが、もはやイギリスにおける民間賃貸部門の長期衰退傾向は疑うべくもなかった。一

方、公的住宅供給の分野では、フランスやドイツ、あるいは戦前のイギリスでも見られ

たように非営利住宅組織を活用する方向ではなく、自治体による公営住宅の大量供給の

道が選択された。これには、公正な議会のイデオロギーに支えられた国政への信頼と、

その下での労働党の抬頭という政治文化のあり方が深く関わっていた。

こうして大戦間期を通じて、公営住宅と持ち家の拡大が共存する二重の住宅市場が形

成され、住宅政策における保守・労働党の混合体制が確立した。さらに、協同の精神は

受け継がれなかったとはいえ、田園都市運動の興隆を背景に、戦前の自由党が推進しよ

うとした田園郊外型の住宅形態が主流となった１１３。

その後、第二次大戦を経て、ベヴァリッジ報告に基づく戦後イギリス福祉国家体制の
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下で、住宅は社会政策の重要な柱となり、自治体主体の計画的な住宅供給策が実施さ

れ、スラムクリアランスも再開された。他方、戦後の生活水準の向上は、住宅ローン利

息の税控除による持ち家促進策の導入と相まって、持ち家所有の拡大をもたらした。住

宅をめぐるこの基本的構図は１９７０年代まで続いたが、冒頭でも触れた通り、１９８０年代以

降、住宅供給のさらなる市場化が進む一方、非営利住宅組織を中心とする公的住宅政策

の新たな模索が見られる。今日、イギリス特有の公営住宅制度はその歴史的使命を終え

たとする声が聞かれ、イギリスの住宅政策はヨーロッパとの類似性を強めているとも言

われる所以である１１４。こうした展開は、イギリスが２０世紀に民間賃貸の社会から持ち家

主体の社会に転換したという大きな違いはあるが、ドーントンが指摘するように、１９世

紀末から第一次大戦にかけての住宅政策をめぐる状況との相似性を想起させる１１５。歴史

が一巡し、公営住宅の確実性は失われ、イギリスは奇しくもほぼ１世紀を隔てて同じよ

うに住宅政策の岐路に逢着した。近年、社会福祉の一環としての、良質かつ低廉な公共

住宅供給に対する要求はむしろ強まっている。また住宅市場の二極化が進行したため

に、様々な事情から、その狭間で望ましい住宅を確保できない人も多い。大戦間期を起

点とする公的介入政策の歴史を、国際比較の視点も踏まえて、より深く検証するという

作業は、今後のイギリス住宅政策の行方を展望するためにも欠かせない課題のひとつで

あるように思われる。

［付記：本稿は、平成１４年～１６年度科学研究費補助金（基盤研究（B）（１））（課題番号１４３３００２５：

西欧福祉社会の形成と展開）（研究代表者 大森弘喜）による成果の一部である。］
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